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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月7日(2017.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアコンテンツのコンテンツ部分をクライアント端末に提供する方法であっ
て、一つ以上のキャッシュが前記クライアント端末とリモートサーバとの間の伝送経路に
配置され、前記コンテンツ部分の複数のリプレゼンテーションが利用可能であり、前記方
法が、
　第１のキャッシュで、前記クライアント端末から前記コンテンツ部分の所定のリプレゼ
ンテーションに対するリクエストを受信するステップであって、前記コンテンツ部分は、
前記利用可能なリプレゼンテーションの中から選択された利用可能なリプレゼンテーショ
ンの組に属し、前記リクエストは、さらに、前記組の他に取り得るリプレゼンテーション
のリスト及び前記クライアント端末と前記リモートサーバとの間で前記リクエストの範囲
を特定する補助情報を含む、受信するステップと、
　前記所定のリプレゼンテーションが前記キャッシュに保存されているかを前記第１のキ
ャッシュで検査するステップと、
　前記所定のリプレゼンテーションがキャッシュされていない場合に、前記第１のキャッ
シュでリストに記載された他に取り得るリプレゼンテーションをブラウズするステップと
、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記補助情報が、前記クライアント端末と前記リモートサーバの間に配置された残りの
キャッシュの数を規定し、それにより、前記所定のリプレゼンテーション及び前記他に取
り得るリプレゼンテーションが保存されていない場合に、前記リクエストを次のキャッシ
ュに転送することを可能にする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記残りのキャッシュの最後のキャッシュが前記所定のリプレゼンテーション及び前記
他に取り得るリプレゼンテーションを有していないとき、エラーメッセージが前記クライ
アント端末へ送信される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】



(2) JP 2017-510120 A5 2017.7.20

　前記補助情報が前記伝送経路に配置された最後のキャッシュを規定し、それにより、前
記所定のリプレゼンテーション及び前記他に取り得るリプレゼンテーションが後ろのキャ
ッシュに保存されていない場合に、前記最後のキャッシュによってリクエストが転送され
ない、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記最後のキャッシュが前記所定のリプレゼンテーション及び前記他に取り得るリプレ
ゼンテーションを有しない場合に、エラーメッセージが前記クライアント端末に送信され
る、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記他に取り得るリプレゼンテーションが望ましい順番でブラウズされる、請求項１乃
至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　各他に取り得るリプレゼンテーションが前記所定のリプレゼンテーションのビットレー
トよりも低い対応するビットレートを有する、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記組の各利用可能なリプレゼンテーションが、前記クライアント端末と前記リモート
サーバの間の前記伝送経路の帯域幅に最大限で等しい対応するビットレートを有する、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　伝送プロトコルとしてＨＴＴＰが使用され、前記リクエストはＨＴＴＰリクエストであ
り、前記ＨＴＴＰリクエストのキャッシュ制御拡張が他に取り得るリプレゼンテーション
の前記リストを含む、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リクエストが、追加情報を含み、キャッシュされている場合は前記第１のキャッシ
ュがリクエストされたリプレゼンテーション又はリストに記載された他に取り得るリプレ
ゼンテーションを返し、前記所定のリプレゼンテーション及びリストに記載された他に取
り得るリプレゼンテーションのいずれもがキャッシュされていない場合は応答メッセージ
を返す、請求項１乃至９のいずれか１項に記載された方法。
【請求項１１】
　使用される伝送プロトコルがＨＴＴＰであり、前記追加情報が前記ＨＴＴＰのリクエス
トのキャッシュ制御拡張内に含まれる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　クライアント端末とリモートサーバとの間の伝送経路に配置され、マルチメディアコン
テンツのコンテンツ部分を前記クライアント端末に提供するキャッシュであって、前記コ
ンテンツ部分の複数のリプレゼンテーションが利用可能であり、前記キャッシュが、
　前記クライアント端末から前記コンテンツ部分の所定のリプレゼンテーションに対する
リクエストを受信するインタフェースモジュールであって、前記コンテンツ部分は、前記
利用可能なリプレゼンテーションの中から選択された利用可能なリプレゼンテーションの
組に属し、前記リクエストは、さらに、前記組の他に取り得るリプレゼンテーションのリ
スト及び前記クライアント端末と前記リモートサーバとの間で前記リクエストの範囲を特
定する補助情報を含む、インタフェースモジュールと、
　前記所定のリプレゼンテーションが保存されているかを検査する制御モジュールと、
　前記所定のリプレゼンテーションがキャッシュされていない場合に、リストに記載され
た他に取り得るリプレゼンテーションをブラウズするブラウジングモジュールと、
を含む、キャッシュ。
【請求項１３】
　前記他に取り得るリプレゼンテーションが望ましい順番でブラウズされる、請求項１２
に記載されたキャッシュ。
【請求項１４】
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　前記補助情報が、前記クライアント端末と前記リモートサーバの間に配置された残りの
キャッシュの数を規定し、それにより、前記所定のリプレゼンテーション及び前記他に取
り得るリプレゼンテーションが保存されていない場合に前記リクエストを次のキャッシュ
に転送することを可能にし、前記キャッシュにおいて、残りのキャッシュの数がゼロに等
しいときは前記リクエストを転送しない、請求項１２又は１３に記載のキャッシュ。
【請求項１５】
　前記補助情報が前記伝送経路に配置された最後のキャッシュを規定し、前記リクエスト
は、前記所定のリプレゼンテーション及び前記他に取り得るリプレゼンテーションが前記
キャッシュに保存されておらず、且つ、前記キャッシュが前記最後のキャッシュに対応し
ている場合に、転送されない、請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載のキャッシュ。
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